
野辺地町農業委員会の農業委員及び 

農地利用最適化推進委員の候補者募集要領 
 

    平成２８年４月１日施行の農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員会の委員（以

下「農業委員」という。）の選出方法が公選制から町長の任命制に変更になりました。また、現

場活動を中心に担う農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）を新たに委嘱する

ことになりました。 

これにより農業委員候補者については町長が、推進委員候補者については農業委員会が、

農業者や農業関係団体その他関係者などに推薦を求めるとともに、一般的な募集（公募）によ

りこれらの委員を決定しなければならないことになりました。 

つきましては、それぞれの候補者を次のとおり募集します。なお、推薦を受け又は応募して

いただいても必ず候補者に確定するとは限りませんのでご了承ください。 また、国の方針とし

て農業委員の３割を女性委員がなることが推奨されております。（野辺地町の場合：農業委員

の定数９名×０．３[３０％]＝２．７名≒３名となります） 

 

１ 募集対象及び人員 

   ○農業委員候補者  ９人 

   ○推進委員候補者  ７人（担当する区域があり、次の表のとおりです。） 

区域名 地区 定数 

城内・川目・馬門 

浜町、新道、金沢町、下袋町、中袋町、上袋町、本

町、新町、城内、八幡町、下町１区、下町２区、鳴沢、

松ノ木平、駅前、えぼし、枇杷野、琵琶野、川目、馬

門１区、馬門２区 

４人 

木明・有戸 木明、有戸、目ノ越 ３人 

 

２ 応募資格 

   農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員

会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者。 

ただし、次のいずれかに該当する方には資格がありません。 

１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

     加えて、推進委員候補者については、野辺地町に住所を有する者であって、野辺地町の職

員でない者。ただし、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第三条第三項に定

める特別職に属する職員を除く。 

 

３ 任期 

○農業委員 令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日 

○推進委員 農業委員会が委嘱後から令和１１年７月１９日 

※いずれも再任されることを妨げません。 

 

４ 主な職務 

○農業委員 

   農地の権利移動等に係る申請地の現地確認、農地の権利移動等の申請の審査･許可決定

等のための会議に出席、遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地の利用集積、新規就農



の支援、農地中間管理機構との連携活動、その他農業委員会が必要とする活動 

○推進委員 

   担当する区域において、農業委員会の委員と連携し次のような活動に従事していただきま

す。 

   農地の権利移動等に係る申請地の現地確認、遊休農地の発生防止、解消に向けた農地パト

ロール、農業者の意向確認などの調査員活動、農地中間管理機構と連携した農地の出し手・

受け手の掘り起こし活動、その他農業委員会が必要とする活動 

 

５ 義務 

委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様です。 

 

６ 報酬 

○農業委員 月額１３，７００円（会長は３０，０００円） 

○推進委員 月額１０，０００円 

※農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じて能率給も支給されます。 

※現地調査や会議出席の際には、町条例に基づき交通費が支給されます。 

 

７ 募集期間 

 令和８年２月１０日（火）～令和８年３月９日（月）必着 

 持参の場合は、午前８時３０分から午後５時１５分まで受け付けます。 

土日祝祭日は、除きます。 

※応募の状況は、令和８年２月下旬から随時、野辺地町ホームページで公表します。 

 

８ 応募方法 

 自薦または他薦とします。 

自薦の場合は、「野辺地町農業委員会委員［農地利用最適化推進委員］候補者応募書（様

式第３号）」に必要事項を明記し、提出してください。 

他薦の場合は、農業者が組織する団体その他の関係者（以下「法人又は団体」という。）によ

る推薦と農業者個人による推薦の２通りがあります。 

「法人又は団体」とは、規約又は定款があり代表者が定められている者をいいます。「野辺

地町農業委員会委員［農地利用最適化推進委員］候補者推薦書（法人又は団体による推薦）

（様式第１号）」に必要事項を明記し提出してください。 

農業者個人による推薦の場合は、町内に住所を有する農業者３名以上の連名による推薦に

なります。推薦者の人数が２名以下の場合は、受理できません。 

「野辺地町農業委員会委員［農地利用最適化推進委員］候補者推薦書（農業者個人による

推薦）（様式第２号）」必要事項を明記し提出してください。 

推進委員へ応募する場合は、上記応募書又は推薦書と併せて「野辺地町農業委員会の農

地利用最適化推進委員推薦・応募者同意書（様式第４号）」に必要事項を明記し提出してくだ

さい。 

※他薦の推薦者は、複数名の候補者を推薦できるものとします。 

 

９ 応募用紙 

野辺地町産業振興課に備え付けています。 

野辺地町ホームページからダウンロードすることもできます。 

 



10 提出方法と提出先 

  野辺地町産業振興課に、持参または郵送してください。 

 

11 選考方法 

   提出していだたいた応募書または推薦書の内容について、野辺地町農業委員会の委員候

補者選考委員会あるいは野辺地町農地利用最適化推進委員選考委員会による審査を行い

ます。 

   各選考委員会の報告を受け、町長若しくは農業委員会が候補者を決定します。 

 

12 任命 

上記 11の選考方法により候補者となった者で、農業委員は令和８年６月に開会予定の野辺

地町議会定例会において同意が得られた場合、町長が委員を任命します。推進委員は令和８

年７月開催の農業委員会総会で決定後、農業委員会が委嘱します。 

 

13 選考結果の通知 

   候補者以外の応募者への通知は行いません。 

 

14 その他 

○提出された書類等は、選考のために使用し、それ以外の目的に使用しません。 

○提出された書類等は、理由の如何にかかわらず返却しません。 

○提出された書類等に、虚偽の記載があることが判明した場合は、委員就任後であっても任

命を取り消す場合があります。 

○候補者になった場合及び任命された場合は、町議会に提案する議案書参考資料及び町広

報紙に顔写真を掲載する場合もありますので、予めご了承ください。 

 

15 問い合わせ先 

野辺地町産業振興課 

〒０３９-３１３１ 野辺地町字野辺地１２３－１ 

       ０１７５-６４-２１１１（内線２２１） 


